
 

２０２０年４月２４日 

損害保険ジャパン株式会社 

 

「新型コロナウイルス感染症」に関する対応について 

～感染症を補償する保険の商品改定のご案内～ 
 

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し

上げます。 

このたび、損害保険ジャパン株式会社（社長：西澤 敬二、以下「損保ジャパン」）は、新型    

コロナウイルスの感染による影響が全国規模で拡大を続けていることをふまえ、当局認可等の 

諸手続きを前提として、特定感染症を補償する各種商品を対象に、以下のとおり商品改定を   

近日中に実施する予定です。 

 

１．背景 

特定感染症を補償する当社商品の多くは、新型コロナウイルス感染症が補償の対象外になって

います。新型コロナウイルス感染症は、現在「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に  

関する法律」における「指定感染症」に位置づけられていますが、将来、保険の補償対象となる

一類から三類感染症のいずれかに指定される見通しです。保険の補償対象化を望むお客さまの声

が高まっていることもふまえ、新型コロナウイルス感染症を補償対象とするための商品改定を 

実施する予定です。 

 

２．個人のお客さま向け商品 

特定感染症を補償する特約がセットされた傷害保険および海外旅行保険について、以下の商品

改定を実施する予定です。 

対象商品 改定概要 

「特定感染症危険補償特約」を 

セットした傷害保険等 

現在補償対象となっている一類～三類感染症に加え、将来

一類～三類感染症に指定される見通しである新型コロナ

ウイルス感染症を新たに補償対象とします。 

海外旅行保険 

（海外旅行総合保険、新・海外 

旅行保険【off!】等） 

新型コロナウイルス感染症の潜伏期間や医療機関受診の

実態をふまえ、保険期間の終了（旅行からの帰宅等）後に

治療開始した場合の補償対象を、保険期間終了後 72時間

から 30日以内に延長します。 

  

 

 



３．企業のお客さま向け商品 

 感染症を原因とした利益損失等を補償する保険のご契約は、これまで新型コロナウイルス  

感染症を対象としておりませんでしたが、以下の改定により、新型コロナウイルス感染症の発生

が原因で生じる費用等を新たに補償する予定です。 

対象商品 改定概要 

食中毒・感染症危険を補償対象と

する利益補償または費用補償 

（企業総合補償保険、店舗総合 

保険、賠償責任保険 等） 

施設の来場者（従業員または顧客等）が新型コロナ   

ウイルス感染症に感染し、当該施設が保健所等の指示に 

基づき休業した場合等の費用に対して定額で 20 万円を 

お支払いします。 

 

４．ご加入いただいている契約のお取り扱い 

・上記商品改定は、2020 年 2 月 1 日（※）に遡って適用します。具体的には、以下の契約が    

対象となります。 

－2020年 2月 1日が保険期間に含まれる契約 

－2020年 2月 1日以降に保険始期がある契約 

  ※「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。 

 ・今回の商品改定に伴う追加保険料はありません。 

 

 損保ジャパンは、これまでも各種手続きの猶予や疾病を補償する保険の入院要件の拡大   

（ホテル等の臨時施設や自宅療養を含める）などの対応を行ってきました。商品および特別措置

の詳細については、当社公式ウェブサイトをご確認ください（今回の商品改定についても、決定

次第掲載してまいります）。 

https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2019/202002_01/ 

 

損保ジャパンは、これからも「安全・安心・健康のテーマパーク」を実現するＳＯＭＰＯ    

グループの一員として、現下の状況における課題解決に貢献してまいります。 

 

以上 

https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2019/202002_01/

